
要綱に基づく事前協議の流れ 

 

関係住民 事業者（申出者） 和歌山市 

   

生活環境影響調査の実施 

事前協議書等及び生活環境影響調

査結果提出書の提出（様式 1、2） 

事業計画及び生活環境影響調査計画の事前相談 

事業計画等の閲覧の開始 

（14日前までに 

関係住民に周知） 

 住民説明会の実施   

 

意見書の提出 

 

※説明会終了後から 

 意見書の提出可能 

意見の聴取 

関係住民への周知結果 

報告書の提出（様式４） 

受  理 

土壌汚染対策法に基づく汚染土

壌処理業の許可（変更）申請 

周知計画事前相談書（様式３） 受 理 → 相 談 

事業計画等閲覧の終了 

受 理・審 査 
（必要な場合は、専門家への意見聴取） 

↓ 

市長意見の通知 通 知 の 受 理 

 

受 理・審 査 

許可書の発行 

事業計画の事前相談 事業計画に基づいて、 
関係各課への照会 

※照会の結果、その他の手続きが必
要な場合は、担当課へ行くよう指導。 
協議先：建築指導課、開発指導課、
農林水産課、耕地課等。 

30日間 

14日間 

44 日

間 

事業者と市の間での事前相談 

聴取した意見への回答 受   理 

事業者による関係住民へ事業協議書等の閲覧期間・場所 

及び説明会の日時・場所等の周知 

14日間 

市長意見に基づいての事業計

画の変更その他適切な措置 

事業計画における 
市長意見の反映の確認 

（市長意見がない場合には、事前協議
終了書の通知） 

↓ 
事前協議終了書の通知 通 知 の 受 理 

事業者による協議の申し入れ 


